
平成３１年 第３回委員会会議録 

１ 開催年月日 平成31年２月５日（火） 

２ 開閉会時刻 開会：午前10時30分 閉会：午前11時24分 

３ 場   所 福岡市選挙管理委員室 

４ 出席委員  津田委員長，濵田委員長職務代理者，三原委員，石井委員 

５ 事務局職員 事務局長，選挙課長，庶務係長，選挙係長，書記２名 

６ 傍 聴 者 なし 

７ 議   題     

（１）議案 

  議案第２号 投票所入場整理券の様式等に関する規程の一部を改正する規程案につ 

        について 

  議案第３号 公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及びその他の政治団 

        体の政治活動に関する規程の一部を改正する規程案について 

  議案第４号 福岡市議会議員及び福岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関 

        する規程の一部を改正する規程案について 

  議案第５号 福岡市議会議員一般選挙に用いる投票用紙の様式について 

  議案第６号 福岡市議会議員一般選挙に用いる仮投票用封筒，不在者投票用封筒， 

        郵便等による不在者投票用外封筒及び特定国外派遣組織に属する選挙 

        人の不在者投票外封筒に押すべき印について 

  議案第７号 福岡市議会議員一般選挙における印影印刷用公印の使用について 

  議案第８号 福岡市議会議員一般選挙における公営ポスター掲示場の区画数につい 

        て 

  議案第９号 福岡市議会議員一般選挙において公営ポスター掲示場にポスターを掲 

        することができる日について 

（２）報告事項 

  ① 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に表示する証票の交 

   付状況について 

  ② 福岡県議会議員一般選挙に係る地方書記室の設置について 

  ③ 福岡市博多区選挙管理委員会委員の退職及び就任（補欠）について 

（３）その他 

次回以降の委員会の開催予定日時 

・平成31年２月21日（木）午前10時30分 

・平成31年３月６日（水）午前10時30分 

・平成31年３月20日（水）午前10時30分 



８ 議事次第（○：出席委員，▲：事務局職員） 

（１）議案 

議案第２号から第９号について，事務局から説明を行い，審議の結果，出席委 

   の全会一致で可決された。 

【質疑等】 

 議案第４号 

     ○ 今回の市議会議員選挙から選挙運動用ビラを配布できるようになったが， 

      候補者の選挙事務所内，個人演説会の会場内，街頭演説の場所における頒 

      布と新聞折込に限られており，もっと自由に配布できるようにすべきだと 

      思う。 

       限定的な配布のため，候補者選択の幅を狭めており，ＳＮＳなどの活用 

      に比べるとまだまだ制約が多いと思う。 

（２）報告事項 

報告事項①～③について，事務局から資料の説明・報告を行った。 

（３）その他 

次回以降の委員会の開催日時は，資料記載のとおり決定した。 

【質疑等】 

     ○ 明るい選挙推進協会が作成している池上彰氏の冊子によると，若者が投 

      票に行かないと，政治家は投票に来てくれる高齢者を優先した政治を行う 

      かもしれない，高齢者への年金や介護の予算は増えているが，一方では， 

      待機児童の問題で子育てがしにくい社会になっていると書かれている。 

       また，子育てがしにくいと出生率が下がり，少子高齢化が進むことによ 

      り，若者の声がますます通りにくい社会となるため，悪循環を断ち切る必 

      要があるという指摘をしている。 

       総務省も同じような見解を出しているが，このような書き方は，若者が 

      投票をしていないからそのような社会になっているという印象を受けるの 

      ではないかと思う。 

       福岡市のホームページには，20代で投票しているのは３人に１人と書か 

      れており，「若者の投票率が低い」と「若者の意見を代弁する人が当選し 

      ない」，「代弁する人が当選しない」と「若者の意見が政治に反映されな 

      い」，「政治に反映されない」と「政治への無関心」となり，「政治への 

      無関心」となると「若者の投票率が低い」ことに繋がるという悪循環の図 

      を掲載している。 

       しかし，立候補者の政見発表などを見ると，若者向けの政策をそれぞれ 



      主張しており，若者の意見を代弁する政治家がいないというのではなく， 

      公約に基づいて政治を進めていないというところに問題があり，それが政 

      治不信に繋がっていると思う。 

       公約を実行しているか判断するためには，小さい頃からの主権者教育の 

      徹底と公正な報道が必要であり，このままでは日本の投票率は上がらない 

      と思う。 

       総務省が作ったデータを年代別に比較すると，どこの年代も投票率が低 

      下しており，高校生の政治活動を禁止された世代から投票率が下がってき 

      ている。このままでは大人でも投票率が下がることが考えられる。 

       実際，どこの選挙でも投票率が下がっており，世代間の対立的な表現は 

      正しくないのではと思う。全体的に投票率を向上させるにはどうしたら良 

      いか考えていく必要があると思う。 

     ○ 北九州市長選挙では，ショッピングセンターで期日前投票所を実施して 

      いる。実施状況を確認して欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 


